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マダガスカル共和国 

第二次小学校建設計画 

事業化調査 協議議事録 

（抄訳） 

マダガスカル共和国（以下マ国と記す）政府よりの要請に基づき、日本国政府は「第二次小学

校建設計画」（以下「プロジェクト」と記す）に関する事業化調査の実施を決定し、その実施を国際

協力機構（以下「JICA」と記す）に委託した。 

JICA はマ国へ、JICA 無償資金協力部業務第一課課長代理多田知幸を団長とする事業化調

査団を派遣し、2003年 10月 21日から 11月 17日まで同国に滞在する予定である。 

同調査団はマ国政府関係者と協議し、調査対象地域において現地調査を実施した。 

協議及び現地調査の結果、双方の確認した事項を付属書に記載する。 

2003年 10月 29日 アンタナナリボ 

多田 知幸  Madam RABETOKOTANY Josiane 

調査団長  次官 

事業化調査団  初等中等教育省 

JICA   マダガスカル国 
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附属書 

1. 目的 

本プロジェクトの目的は、アンタナナリボ州及びマジュンガ州において小学校教室建設を

通じて、人口増加及び施設老朽化に伴う教室不足の緩和を通じた教育環境を向上すること

にある。 

2. 調査対象地域 

本事業化調査における調査対象地域は、アンタナナリボ州 5 学区（Antananarivo 

Renivohita 、 Antananarivo Avaradrano 、 Antananarivo Atsimondrano 、 Ambohidratrime 、

Manjakandrina ）及びマジュンガ州５学区（Maevatanana 、Anbato-Boeni 、Marovoay 、

MahajangaⅡ、Antsohihy）である。 

3. 相手国受入機関及び実施機関 

本計画の受入機関及び実施機関は、以下のとおりである。 

担当省庁：初等中等教育省 

実施機関：官房 

4. 要請内容 

協議の結果、マ国政府は以下に示す内容を最終的な要請内容として提示し、調査団は

これを確認した。 

4-1  調査対象校 

別紙 1参照 

4-2 施設及び機材の内容 

別紙 2参照 

5. 協力の基本方針 

調査団は日本へ帰国後、別紙３の協力対象校の選定基準に従い、協力対象校を選定

する。本プロジェクトの協力対象校や教室数等は今後の検討によって決定されることとし、従

って上記別紙 1及び 2の内容は最終的な協力対象を意味するものではない。 

6. 日本の無償資金協力制度 

6-1 マ国側は、調査団が説明した別紙４に記載された日本の無償資金協力の制度について

理解した。 

6-2 マ国側は、本プロジェクトに対して無償資金協力が実施される場合には、同計画の円滑な

実施のために、別紙５に記載された必要な措置をとる。 



A-25 

7. 今後のスケジュール 

7-1 本調査団は 2003年 11月 17日までマ国において現地調査を継続する。 

7-2 JICA は事業化調査概要書を作成し、その内容説明のための調査団を 2004年 2 月上旬

頃にマ国に派遣する。 

7-3 マ国政府が事業化調査概要書の内容に原則的に合意した場合、JICA は事業化調査報

告書を完成し、2004年 4月頃マ国側に提出する予定である。 

8. その他の事項 

8-1 土地所有証明書類の提出 

マ国にて学校敷地に関する土地所有権を確定するためには、フクタンもしくはコミュー

ン等の住民によって提出された学校敷地に関する合意文書を MINESEB が取りまとめ、

国土整備省に提出し、最終的に国土整備省国有地管理課が国有地として承認する手続

きが必要である。マ国側は、本計画調査対象校に関し、フクタンもしくはコミューン等の住

民によって提出された学校敷地に関する合意文書に対して、MINESEB が発行する受領

書の写しを 2003 年 12 月末までに、日本側に提出することを約束した。さらに、右写しが

2003 年 12 月末までに提出されない場合には、当該校は本計画の対象から除外されるこ

とをマ国側は了承した。 

また、マ国側は、本計画調査対象校の敷地に係る国土整備省国有地管理課による承

認文書が早期に取得できるよう調整を行い、本プロジェクトの着工前までに当該承認文書

の写しを日本側に提出することを約束した。 

8-2 既存施設の撤去及び仮設教室の建設 

本計画を実施するために既存施設の撤去や仮設教室建設が必要な場合は、日本側

工事開始時までにマ国側がこれを実施することをマ国側は同意した。 

8-3 先方負担工事及び免税に係る予算措置 

本計画を実施するために必要な先方負担工事及び関税や VAT 等の免税に係る費

用については MINESEBが経済・予算省と調整し、必要な予算を確保することをマ国側は

同意した。 

8-4 学校運営及び維持管理 

本計画の協力対象校に対し、適切な能力を有する教員を確保することについてマ国

側は同意した。また、本調査の結果、教員の適正配置が困難と判断される学校について

は、本計画の協力対象外とすることについて両者は合意した。 

マ国側は、本計画の協力対象施設及び機材を適切かつ効果的に運営維持管理する

ために必要な予算を確保することを同意した。 
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8-5 他のプロジェクトとの調整 

MINESEB は DIRESEB、CISCO 等の関係者との情報交換を定期的に行い、本計画

と住民、他ドナー、NGO 等による学校施設整備計画との間に重複が発生しないよう、調整

を行うことを同意した。 

8-6 家具及び教育機材 

マ国側から要請のあった家具及び教育機材については、他ドナーによって支援され

た学校を含む既存校における整備状況・利用状況及び将来の利用計画を精査したうえで、

決定されることについてマ国側は同意した。 
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別紙 2  要請内容 

1 施設 

（1） 教室 

（2） 校長室 

（3） 倉庫 

（4） 便所 

2 教育家具 

（1） 児童用机・椅子 

（2） 教師用机・椅子 

（3） 校長用机・椅子 

（4） 木製ロッカー（教室用・校長室用） 

（5） 黒板 

3 教育機材 

（1） 定規（大） 

（2） 三角定規（大） 

（3） 分度器（大） 

（4） 木製スケール（1m） 

（5） 折り尺 

（6） 巻尺 

（7） 測鎖 

（8） コンパス（大） 

（9） そろばん 

（10） サイコロ（大） 

（11） 文字盤-アルファベット 

（12） 地球儀 

（13） 世界地図 

（14） 下げ振り 

（15） 温度計 

（16） 気圧計 

（17） ロベルヴァル秤 

（18） 分銅一式 

（19） ドミノ（大） 
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別紙 3 協力対象校選定基準 

1 協力対象校となる学校は以下の基準を必ず満たさなければならない。 

① マ国政府、地方自治体、地域住民の自助努力では施設需要を満たすことができない学校

であり、他ドナーや NGO 等による協力計画がない、または計画があっても本計画に支障

がない学校であること。 

② フクタンもしくはコミューン等の住民によって提出された学校敷地に関する合意文書に対し

て、MINESEB が発行する受領書の写しが 2003年 12月末までに日本側に提出され、か

つ不法占拠家屋等がないこと。 

③ 施設完成後、必要な教職員及びそのための予算が確保される学校であること。 

④ 学校の運営、維持管理に関して、地方自治体、地域住民、教職員の協力を得ることができ

ること。 

⑤ 学校の立地上、周辺地勢（崖地、河川、ワジ等）に問題がなく、敷地の形状（急斜面等）、

地質、広さが建設工事の障害とならないこと。 

⑥ 治安上問題のない学校であること。 

⑦ サイトへのアクセス道路に問題がなく、雨期においても資機材運搬が可能であること。 

⑧ 既存校を建て替える場合には、工事中の代替教室がマ国の負担により確保される学校で

あること。 

2 上記１の条件を満たす学校のうち、次の基準を満たす学校を優先する。 

① 1教室当りの生徒数が多く、教室不足が著しい。 

② 既存施設の老朽化が著しく、安全な教育環境を確保するために緊急に施設を改善する必

要がある。 

③ 本プロジェクトの費用対効果が十分期待できる協力対象規模（教室数）がある。 
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